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電力供給契約書 

 

岩手県（以下「甲」という。）と〇〇〇〇（以下「乙」という。）とは、電力の供給につ

いて次のとおり契約を締結する。 

 

 （契約の目的） 

第１条 電気事業の使命と公営企業の趣旨にかんがみ、電力供給の責任体制を確立し、公

共の福祉に資するため、甲と乙は電力の供給に関してこの契約を締結する。 

 

 （供給電力） 

第２条 甲は、入畑発電所の試験電力から所内電力を除く全量を乙に供給し、乙はこれを

受電するものとする。 

２ 入畑発電所の定格出力は、別表１のとおりとする。 

 

（電力供給条件） 

第３条 乙は、契約供給期間の全てにおいて、甲から受電した電力を岩手県内へ全量供給

するものとする。 

２ 乙から県内への供給の確認のため、甲が指示した時に乙は次の書類を甲に対し提出す

るものとする。 

(1) 電気関係報告規則（昭和 40 年通商産業省令第 54号）第２条に規定する発受電月報 

(2) その他、甲が指示する書類 

３ 入畑発電所から供給する電力には、非化石価値等の付加価値（以下「非化石価値」と

いう。）を含むものとするが、「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用

及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律（平成 21年法律第 72号）」（以

下「エネルギー供給構造高度化法」という。）等の非化石価値に関する法令等に改正があ

った場合には、甲乙にて協議するものとする。 

なお、甲は、入畑発電所から供給する電力量について、エネルギー供給構造高度化法

に基づく非化石電源に係る認定を国（国の委託先機関を含む。）から受けるものとし、認

定後、非化石価値を乙へ移転させるために必要となる諸手続きを実施するものとする。 

 

 （供給地点、電気方式、周波数、電圧及び力率） 

第４条 供給地点、電気方式、周波数、電圧及び力率は、別表２のとおりとする。 

２ 甲及び乙は、電気事業法等の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 72 号）附則第９

条第１項の規定に基づき一般送配電事業者が定めた託送供給等約款に基づく契約（以下

「託送供給契約」という。）のもと、周波数、電圧及び力率を正常な値に保つとともに、



電力供給を円滑に行うため常に誠意をもって互いに協力するものとする。 

 

 （送電時間） 

第５条 甲は、試験調整に係る運転停止・出力制限を要する場合には、あらかじめ乙に連

絡のうえ、電力の全部又は一部の供給を休止することができるものとする。 

２ 甲は、前項の規定にかかわらず、試験調整上必要な場合若しくは、保安上やむを得な

い事由がある場合には、乙と協議することなく電力の全部又は一部の供給を休止するこ

とができるものとする。この場合、甲は、休止後速やかにその旨を乙に通知するととも

に、早期復旧に努めるものとする。 

 

 （発電所の運転） 

第６条 電力の供給に関する運用については、甲乙で協議して定めるものとする。 

 

 （供給電力の通知） 

第７条 発電見込みの通知方法については、甲乙で協議して定めるものとする。 

 

 （供給予定電力量） 

第８条 供給予定電力量は、別表３のとおりとし、供給期間中の実際の供給電力量が供給

予定電力量に比べて増減がある場合であっても、乙は甲から全量受電するものとする。 

 

 （月間供給電力量の計量） 

第９条 月間供給電力量の計量は、計量法（平成４年法律第 51号）の規定に従った電力量

計（取引用電力量計並びにその他計量に必要な付属装置及び区分装置をいう。以下同じ。）

により行うものとする。 

２ 電力量計の検針については、一般送配電事業者が定める託送供給等約款のもと、甲乙

協議して決定するものとする。 

３ 電力量計に故障を生じたとき、その故障時間内における月間供給電力量の算定は、そ

の都度、甲乙協議して決定するものとする。 

 

 （料  金） 

第 10 条 乙が甲に支払う料金は、次に定める電力量料金とする。 

電力量料金は、第９条の規定により算定された月間供給電力量に次の契約単価を乗

じて得た金額とし１円未満は切り捨てるものとする。 

契約単価 

(１ ｷﾛﾜｯﾄ時につき) 

金〇〇．〇〇円 

(うち消費税及び地方消費税相当額〇．〇〇円) 



 

 （料金の支払） 

第 11 条 甲及び乙は、月初に月間供給電力量及び料金算定上必要な事項を確認するものと

する。 

２ 甲は、前条の規定により算定された料金を検針日の翌月の 15 日までに乙に請求し、乙

は、検針日の翌月末日（以下「支払期日」という。）まで甲に支払うものとする。 

３ 乙は、前項所定の期日までに料金を支払わなかったときは、前項の規定による請求を

受けた日から 16 日目以降の延滞日数に応じ、料金に政府契約の支払遅延防止等に関する

法律（昭和 24年法律第 256 号）第８条に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案

して決定する率を乗じて計算した延滞利息を、甲に支払うものとする。 

 

 （記  録） 

第 12 条 甲及び乙は、電力供給に関する事項を明確に記録し、それぞれの要求によりその

写しを相手方に送付するものとする。 

 

 （電気工作物の調査） 

第 13 条 甲及び乙は、この契約に基づく電力供給に直接関係ある電気工作物に対し、相手

方から調査の要求があった場合は、お互いにその調査に応ずるものとする。 

 

（電力供給開始期日） 

第 14 条 この契約による電力供給開始日は、令和７年９月８日とする。 

 

 （契約有効期間） 

第 15 条 この契約の有効期間は、電力供給開始日から令和７年 12 月 31 日までとする。 

 

（供給条件の変更） 

第 16 条 甲又は乙は、経済情勢若しくは設備上著しい状況の変化が生じ、又はこの契約に

より難い事情が生じ、この料金又は供給条件を継続することが適当でないと認めたとき

は、甲乙協議のうえこれを変更することができるものとする。 

２ 天災地変など予想し得ない事態発生のため長期間にわたって供給電力量が著しく減少

し、又は送電不能となった場合は、別途甲乙協議のうえ、料金その他の契約内容を変更

することができるものとする。 

３ 法改正等により、契約条項変更の必要が生じた場合は、甲乙誠意を持って速やかに協

議を行うものとする。 

 

 



 （契約の承継） 

第 17 条 乙は、第三者に対しこの契約に基づく権利又は義務を譲渡し、若しくは承継させ

てはならない。ただし、甲にあらかじめ文書によりその旨を通知し、書面による承諾を

得た場合は、この限りではない。 

 

（契約の保証） 

第 18 条 乙は、契約保証金を、この契約締結と同時に甲に納付するものとする。ただし、

企業局契約規程（平成 6 年岩手県企業局管理規程第 14 号）第 22 条の規定により、契約

保証金を免除された場合は、この限りではない。 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額は、契約単価と非化石価値単価の合計額に契約有効

期間の供給予定電力量を乗じた金額の 10 分の１以上とする。 

 

契約保証金 金〇〇〇，〇〇〇円  

 

３ 甲は、乙がこの契約による債務の履行を完了したときは、速やかに契約保証金を還付

するものとする。 

４ 契約保証金には、利子は付さないものとする。 

 

（託送供給契約） 

第 19 条 乙は、発電量調整供給契約のほか、託送供給契約が必要となる場合は、乙の負担で

一般送配電事業者と託送供給契約を遅延なく締結するものとし、締結した契約書のうち

別途甲が指定する部分の写しを甲に提出するものとする。 

 

（インバランス料金） 

第 20 条 計画した供給電力と実際の供給電力の差分（以下「インバランス」という。）を、

一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則（平成 28年経済産業省令第 22 号）第 27 条

の規定に基づき算定した結果、インバランスに係る料金（以下「インバランス料金」と

いう。）が発生した場合においても、甲は関与しないものとする。 

２ 乙は、甲の原因によるインバランス料金が発生した場合においても、甲に対して金銭

及び発電量等の一切の請求を行うことはできないものとする。 

 

（費用の負担） 

第 21 条 乙は、甲の施設内に必要な計量器、通信装置その他付属装置（以下「通信装置等」

という。）を設置又は変更する必要がある場合は、乙の負担でこれを行うものとする。な

お、設置場所及び時期並びに責任分界点等については、甲乙協議の上決定するものとす



る。 

２ 乙は、設置した通信装置等を契約期間満了後又は必要がなくなった場合は、乙の負担

でこれを速やかに撤去し原状回復を行うものとする。 

 

（契約の解除） 

第 22 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約を解除することが

できる。 

(1) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他の倒産関連法規に基づく

手続（以下、総称して「倒産手続」という。）開始の申立て又は解散の決議を行ったと

き。 

(2) 電気事業法（昭和 39年法律第 170 号）第２条の９の規定により小売電気事業者の登

録が取り消されたとき、又は取り消される見込みがあると甲が認めるとき。 

(3) その他この契約等若しくはこの契約等に基づく取引又はこれらに関する乙に係る適

用法令の規定に違反したとき。 

(4) 詐欺その他不正の行為をしたとき。 

(5) 次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又

はその支店若しくは常時契約を締結する権限を有する事務所、事業所等を代表する

者をいう。以下同じ。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団

員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

イ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴

力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直

接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認めら

れるとき。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められるとき。 

カ 事業を遂行するため必要な物品の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が

アからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結し

たと認められるとき。 

キ 乙がアからオまでのいずれかに該当する者を物品の購入契約その他の契約の相手

方としていた場合（カに該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該契約の解除

を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。 



(6) 支払期日までに料金の支払いをせず、その後、督促状により指定された期限までに

支払いをしないとき（料金の一部の支払いがなかった場合を含む。）、又はその見込み

がないと甲が認めるとき。 

(7) 料金の支払いが、支払期日を３回以上遅れたとき、又は２回連続で遅れたとき。 

(8) 前各号に掲げるもののほか、この契約条項に違反し、その違反によりこの契約の目

的を達することができないとき。 

２ 前項に基づき甲がこの契約を解除した場合において、その事由が乙の責めに帰すべき

ときは、乙の納付した契約保証金は甲に帰属するものとする。 

３ 乙は、甲がこの契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったときは、

契約を解除することができる。 

 

（談合行為に対する措置） 

第 23 条 甲は、乙がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を

解除することができる。 

(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 61 条の規

定により排除措置命令を行い、乙が行政事件訴訟法（昭和 37 年法律第 139 号）第 14

条に規定する出訴期間内に行政訴訟を提訴しないとき。 

(2) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第 62 条の規定により課

徴金納付命令を行い、乙が行政事件訴訟法第 14条に規定する出訴期間内に行政訴訟を

提起しないとき。 

(3) 乙が、公正取引委員会の命令に対し、独占禁止法第 77条の規定により行政訴訟を提

起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。 

(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第

45 号)第 96 条の６又は同法第 198 条による刑が確定したとき。 

 

（損害の責任） 

第 24 条 甲又は乙が、電力の供給に関して、自らの責めとなる事由により、相手方又は第

三者に損害を与えたときは、その損害を与えた者は、その損害について責任を負うもの

とする。 

２ 第 22 条第１項又は第 23 条の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は、甲に生

じた損害を賠償しなければならない。ただし、甲に生じた損害が納付済みの契約保証金

若しくは履行保証保険による保険金支払額又は契約保証金に代わる担保により甲が支払

いを受ける額を超える場合においては、その超える分について賠償するものとする。 

３ 前項の規定により乙が甲に対して賠償する額の算定にあたっては、契約解除日の前日

までの料金とその延滞金のほか、甲の逸失利益についても、算定対象とする。 



４ 前項に規定する逸失利益は、次の各号に掲げる額の合計額とする。 

(1) 第 10 条に規定する料金の契約単価（以下、「現契約単価」という。）に、契約解除日

から契約解除に伴い甲と第三者が締結した新しい契約（以下、「新契約」という。）の

電力供給開始日の前日までの間の供給予定電力量を乗じた額。 

(2) 第 11 条に規定する現契約単価と新契約の料金の契約単価（以下、「新契約単価」と

いう。）との差額（新契約単価が現契約単価を下回る場合に限る。）に、新契約の供給

開始日から第 16条で規定する契約有効期間が満了するまでの間の別表１の発電所の供

給電力量又は供給予定電力量のいずれか大きい量を乗じた額。 

５ 前各項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過し

た日から支払いをする日までの日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅

延利息を甲に支払わなければならない。 

６ 甲は、乙が第 23 条第１項のいずれかに該当するおそれがある場合には、あらかじめ乙

に対して債権保全のための必要な措置を講じさせることができる。 

 

（賠償の予定） 

第 25 条 乙は、第 23 条の各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否か

にかかわらず、契約単価に契約有効期間の供給予定電力量を乗じて得た額の 10分の２に

相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。第 15条に規

定する契約有効期間が満了した後においても同様とする。 

２ 前項の場合において、甲に生じた損害の額が賠償金の額を超えるときは、乙は、その

超える金額を甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。 

３ 乙が、前１項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を

経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した

額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 

 

（守秘義務） 

第 26 条 甲又は乙は、相手方の了解を得た場合を除き、この契約の履行に当たって知り得

た相手方の機密を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。この契約の期

間終了後又はこの契約の解除後においても、同様とする。ただし、法律、条例等により

開示が義務付けられている場合で、所定の手続により開示する場合は、この限りでない。 

 

（所轄裁判所） 

第 27 条 この契約に関する訴訟については、甲の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判

所とする。 

 

 



（契約外の事項） 

第 28 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の条項について疑義を生じたときは、甲

乙誠意をもって協議し、定めるものとする。 

 

 

この契約締結の証として本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、おのおのその１通を

保有する。 

 

    令和７年  月  日 

 

        甲 岩手県 

代表者 電気事業管理者 

              岩手県企業局長   小島 純 

 

 

 

        乙 〇〇〇〇 

              〇〇〇〇      〇〇〇〇 



別表１ 

 

 

発電所名 定格出力(kW) 

入畑発電所 ２,１００  

 

 

別表２ 

供 給 地 点 
電気方式 

周波数 

(Hz） 

電圧 

(kV) 

力率 

(％) 名 称 所 在 地 

入畑発電所 
岩手県北上市和賀町岩

崎新田１地割 203 

交流３相 

３線式 
50 33.0 95 

 

別表３ 供給予定電力量 

 

 

 

 

 

令和７年９月～12月 

（kWh） 

計 

（kWh） 

 15,000  15,000 


